
清水町の奨学金返還支援の取組

清水町について

清水町は、渋沢栄一が中心となって設立し
た「十勝開墾合資会社」によって開拓された
町です。日高山脈に抱かれた豊かな大地と清
らかな水の恵みを受け、生乳や肉用牛、小麦、
豆類、てん菜、馬鈴薯のほか、近年はにんに
くやアスパラの生産も盛んな町です。
町内には２本の国道に加え、高速道路のイ

ンターチェンジや特急が停車するJRの駅もあ
り、交通アクセスに恵まれた道東の玄関口で
もあります。

奨学金返還支援制度について

清水町では、両親等が町内に居住している方を対象に奨学金の貸
与を行っており、要件を満たした場合には、返還を免除します。
貸与対象者
（１）学校教育法に定める学校に在学する者。ただし、大学、高等

学校については、国外に留学する者を含む
（２）身体が健康で、向学心があり、かつ、行いが善良な者
（３）経済的理由により奨学金を必要としていること
（４）父、母又はそれに代わり学生を監護していると町長が認める

者が町内に居住していること
貸付申請受付期間
随時受付しています。

奨学金の種類及び額
（１）大学生、専修学校生（専門課程）

入学金：限度額３０万円 修学金：月額５万円
（２）高等学校生、高等専門学校生等

修学金：月額１万円
免除要件
卒業又は修業後、本町の住民となり５年間就業し、その後も本町

に居住し就業を継続する意思のあると認められるときは、貸与され
た金額の一部又は全部を免除します。※詳細はお尋ねください

お問い合わせ先

清水町役場学校教育課 学校教育係
電話：0156-62-5138 FAX：0156-62-5116
E-mail：gkyoiku-g@town.shimizu.hokkaido.jp

返還免除型


